
 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年第１回 

多 摩 市 議 会 定 例 会 議 案 

 

 

 

 

 

 

 

多 摩 市 

 



多摩市告示第３２号  

 

 令和６年第１回多摩市議会定例会を下記のとおり招集する。  

  令和６年２月１３日  

                 多摩市長   阿  部  裕  行  

 

記  

 

１  日 時    令和６年２月２７日（午前１０時）  

 

２  場 所    多摩市役所議場  

 



第１３号議案  

多摩市総合オンブズマンの委嘱につき同意を求めることについて  

下記の者を、多摩市総合オンブズマンに委嘱したいので、多摩市総合オンブ

ズマン条例（平成２１年多摩市条例第４７号）第９条第１項の規定により、議

会の同意を求める。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 多摩市総合オンブズマン新岡章子氏は、令和６年３月３１日をもって任期が

満了するので、本案を提出する。  

 

記  

 

氏   名  住        所  生  年  月 日  

新岡 章子   年 月 日  
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第１４号議案  

多摩市監査委員の選任につき同意を求めることについて  

下記の者を、多摩市監査委員（識見を有する者のうちから選任する委員）に

選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の

規定により、議会の同意を求める。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 多摩市監査委員（識見を有する者のうちから選任する委員）込山 博氏の任

期が令和６年３月３１日をもって満了することに伴い、本案を提出する。  

 

記  

 

氏    名  住         所  生  年  月  日  

小澤 満  
東京都多摩市  

年 月 日 
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第１５号議案  

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて  

下記の者を、人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求め

る。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 人権擁護委員の候補者として、染谷秀子氏を法務大臣に推薦するため、本案

を提出する。  

 

記  

 

氏 名  住  所  生  年 月  日  

染谷 秀子  多摩市  年 月 日  
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第１６号議案  

東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約につい  

て  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁の方法を変更することに伴い、

東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要が生じたため、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の１１の規定に基づき、裏面の

とおり本案を提出する。  
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東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 

東京都後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年３月１日東京都知事許可）の

一部を次のように変更する。 

附則第５項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度分及び令和７

年度分」に、「令和４年４月１日現在」を「令和６年４月１日現在」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約（以下「変更後

の規約」という。）附則第５項の規定は、令和６年度分以降の変更後の規約第１

８条第１項第１号に規定する関係区市町村の負担金（以下単に「関係区市町村

の負担金」という。）について適用し、令和５年度分以前の関係区市町村の負担

金については、なお従前の例による。 
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第１７号議案  

多摩市総合オンブズマン条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市総合オンブズマン条例の一部を改正する条例  

 

多摩市総合オンブズマン条例（平成２１年多摩市条例第４７号）の一部を次

のように改正する。  

第１条中「改善」を「改善等」に改める。  

第２条第１号中「、下水道事業管理者」を「（下水道事業の管理者の権限を

行う市長を含む。）」に改める。  

第４条第１項第４号中「改善」を「改善等」に改める。  

第９条第２項中「とし、１期に限り再任することができる」を「とする」に

改め、同項に次のただし書を加える。  

ただし、再任を妨げない。  

第１９条第２項中「改善」を「改善等」に改める。  

附 則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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第１８号議案  

多摩市自治基本条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市自治基本条例の一部を改正する条例  

 

多摩市自治基本条例（平成１６年多摩市条例第１号）の一部を次のように改

正する。  

目次中「第４章  参画・協働」を「第４章  参画・協働・協創」に、「第３  

節 参画への支援（第２７条）」を  
「第３節  参画への支援（第２７条）  

に、  
 第４節  協創（第２８条）    」  

「第２８条・第２９条」を「第２９条・第３０条」に、「第３０条・第３１条」

を「第３１条・第３２条」に改める。  

第３条に次の１号を加える。  

⑹ 協創 多世代にわたる参画及び多分野における協働が創出されることで、  

誰もがつながり合えるコミュニティが形成され、これが広がりをもつこと  

によって、様々な地域課題の解決が図られるとともに、新たなまちの魅力  

及び地域の価値が創造されることをいいます。  

「第４章  参画・協働」を「第４章  参画・協働・協創」に改める。  

第３１条を第３２条とし、第２８条から第３０条までを１条ずつ繰り下げ、

第４章に次の１節を加える。  

第４節  協創  

（協創）  

第２８条  市の執行機関は、協創の実現に向け、多世代にわたる参画及び多分

野における協働が創出され、誰もがつながり合えるコミュニティが形成され

るよう、必要な環境整備に努めなければなりません。  

附 則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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第１９号議案  

多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

に関する条例の一部を改正する条例  

 

多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条

例（平成２７年多摩市条例第６０号）の一部を次のように改正する。  

第２条に次の２号を加える。  

⑶ 特定個人番号利用事務  法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用

事務をいう。  

⑷ 利用特定個人情報  法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をい

う。  

第４条第２号中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用

事務」に改める。  

第５条第１項第２号中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番

号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情

報」に改め、同項第４号中「別表第１」を「別表」に改め、「掲げる事務」の

次に「（法第９条第１項に規定する準法定事務を含む。）」を加える。  

附 則  

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から

施行する。  
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第２０号議案  

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

              記  

 

多摩市条例第   号 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例  

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４４年多摩市条例

第１０号）の一部を次のように改正する。  

第３条第２項中「「条例」を「「職員旅費条例」に改め、同項ただし書中「

条例」を「職員旅費条例」に改める。  

第４条第１項中「以下」の次に「これらの日を」を加え、同項中「に在職す  

る者及び」を「にそれぞれ在職する者並びに」に、「１月」を「１か月」に改  

め、同条第２項中「６月に支給する場合においては１００分の１９７．５、１  

２月に支給する場合においては１００分の２１２．５」を「多摩市一般職の職  

員の給与に関する条例（昭和３２年多摩市条例第５号。以下「職員給与条例」  

という。）第１７条第２項の表職務の級が５級である職員（定年前再任用短時  

間勤務職員を除く。）の項に定める割合及び職員給与条例第１８条第２項の表  

職務の級が５級である職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）の項に定  

める割合を合計した割合」に、「６箇月以内」を「６か月以内」に改め、同項  

の表６箇月の項中「６箇月」を「６か月」に改め、同表５箇月以上６箇月未満  

の項中「５箇月以上６箇月未満」を「５か月以上６か月未満」に改め、同表３  

箇月以上５箇月未満の項中「３箇月以上５箇月未満」を「３か月以上５か月未  

満」に改め、同表３箇月未満の項中「３箇月未満」を「３か月未満」に改める。  

  附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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第２１号議案  

常勤特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

              記  

 

多摩市条例第   号 

 

常勤特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正す

る条例  

 

常勤特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例（昭和４７年多摩市条例第

２７号）の一部を次のように改正する。  

第３条を次のように改める。  

（期末手当）  

第３条  常勤特別職の職員に対しては、給料のほか、６月１日及び１２月１日

（以下これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する場合並びにそ

れぞれの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した場合は、期末手当を支

給する。  

２ 前項に規定する期末手当の額は、基準日に係る支給ごとに、前条に規定す

る給料の額及び当該額に１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、多摩市

一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年多摩市条例第５号。以下「職

員給与条例」という。）第１７条第２項の表職務の級が５級である職員（定

年前再任用短時間勤務職員を除く。）の項に定める割合及び職員給与条例第

１８条第２項の表職務の級が５級である職員（定年前再任用短時間勤務職員

を除く。）の項に定める割合を合計した割合並びに基準日以前６か月以内の

期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員給与条例第１７条第３

項に定める割合を乗じて得た額とする。  

第５条中「多摩市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年多摩市条例

第５号）」を「職員給与条例」に改める。  

  附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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第２２号議案  

非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例  

 

非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３８年多摩市

条例第１９号）の一部を次のように改正する。  

別表第１投票所の投票管理者の部及び期日前投票所の投票管理者の部中  

  「    

「    １８，１００円  

ただし、執務が６時間３０分

以内の場合は、９，０５０円  

 

 １８，１００円  を   に改め、  

  」   

    」  

同表投票所の投票立会人の部及び期日前投票所の投票立会人の部中  

  「    

「    １４，７００円  

ただし、執務が６時間３０分

以内の場合は、７，３５０円  

 

 １４，７００円  を   に改め  

  」   

    」  

る。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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第２３号議案  

多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

              記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部

を改正する条例  

 

多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例（令和元年多摩市

条例第２６号）の一部を次のように改正する。  

第１８条第４項を削り、同条第５項を同条第４項とする。  

第２２条第２項中「額は」の次に「、基準日に係る支給ごとに」を加え、「

に掲げる」を削り、「に適用する」を「の項に定める」に改め、同条の次に次

の１条を加える。  

（勤勉手当）  

第２２条の２  勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員（規

則で定める会計年度任用職員を除く。）に対して、その者の勤務成績に応じ

て、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給する。  

２ 勤勉手当の額は、基準日に係る支給ごとに、別表に定める報酬額及び第１

８条第２項の規定による加算額の合計額又は加算後報酬額を基礎として規則

で定める額に、規則で定める基準に従って任命権者が定める支給割合を乗じ

て得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の総額は、任命権者ごと

に、この項前段の規則で定める額に、給与条例第１８条第２項の表職務の級

が１級から３級までのいずれかである職員（定年前再任用短時間勤務職員を

除く。）の項に定める割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。  

３ 育児休業をしている会計年度任用職員については、規則で定めるところに

より勤勉手当を支給する。  

４ 勤勉手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例に

よる。  
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第２４条第２項ただし書中「第１８条第４項の能率報酬及び」を削る。  

第２５条中「に規定する能率報酬、同条第５項」を削る。  

別表中「第２１条、第２２条」を「第２１条―第２２条の２」に改め、同表

専門スタッフの部中  

「      

 業務専任職員  月額  ２０９，１００円   を  

  

 

  」  

「      

 業務専任職員  月額  （３０時間）２０９，１００円  
 に  

   （２２．５時間）１５６，８２５円  

    」  

改め、同部国民健康保険税収納推進員の項中「国民健康保険税収納推進員」を

「収納推進員」に、「１７５，１００円」を「１７８，２３０円」に改め、同

部障害福祉相談員の項の次に次のように加える。  

主任発達支援担当相談員  月額  ２６９，４４０円  

別表専門スタッフの部副校長補佐の項中「１９４，４００円」を「１２５，

９００円」に改め、同表補助スタッフの部事務補助員の項中「１，１７７円」

を「１，２３６円」に改め、同部保育等補助員の項中「１，２１０円」を「１

，２３６円」に改め、同部保育園調理補助員の項中「１，１８０円」を「１，

２３６円」に改め、同部栄養士Ａの項中「１，４５５円」を「１，５２８円」

に改め、同部文化財調査員Ｂの項中「１，２１３円」を「１，２３６円」に改

め、同部市立図書館奉仕員Ｂの項中「１，１８０円」を「１，２３６円」に改

め、同部学校図書館司書の項中「１，２２３円」を「１，２３６円」に改め、

同部短期事務補助員の項中「１，１１３円」を「１，１６９円」に改め、同部

軽作業員の項中「１，１３２円」を「１，１６９円」に改め、同部保育士の項

中「１，１５５円」を「１，１６９円」に改め、同部短期保育補助員の項中「

１，１１９円」を「１，１６９円」に改め、同部栄養士Ｂの項中「１，３４０

円」を「１，４０７円」に改め、同部中  

「      

 短期学校非常勤講師   備考３による額  を  

    」  
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「      

 短期学校非常勤講師   備考３による額  

に   エデュケーション・アシスタ

ント  

 １，５７０円  

    」  

改める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の施行の日以後に、この条例による改正前の多摩市会計年度任用

職員の任用、勤務条件等に関する条例の規定により支払われるべき報酬の支

給については、なお従前の例による。  
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第２４号議案  

多摩市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改

正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改

正する条例  

 

多摩市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例（令和３年多摩市条例

第３１号）の一部を次のように改正する。  

第３条中「第１７３条第１項第１号」を「第１７３条の４第１項第１号」に

改める。  

附 則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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第２５号議案  

多摩市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市企業立地促進条例の一部を改正する条例  

 

多摩市企業立地促進条例（平成１４年多摩市条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第６条第１項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。  

附 則  

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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第２６号議案  

多摩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例  

 

多摩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例（平成２６年多摩市条例第３２号）の一部を次のように改正する。  

第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければならな

い」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆

によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信

を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の

閲覧に供しなければならない」に改める。  

第３５条第３項中「同条第１号又は第２号」を「同号又は同条第２号」に改

め、「、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と

あるのは「同条第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総

数」と」を削る。  

第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認定

こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定

教育・保育施設（特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項におい

て同じ。）」と、」を加える。  

第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。  

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２３条の改正規定は、令和

６年４月１日から施行する。  
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第２７号議案  

多摩市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例の制定

について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例  

 

多摩市子ども・子育て会議設置条例（平成２５年多摩市条例第３９号）の一

部を次のように改正する。  

第９条中「子ども青少年部子育て支援課」を「子ども青少年部」に改める。  

附 則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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第２８号議案  

多摩市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

              記  

 

多摩市条例第   号 

 

多摩市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

多摩市国民健康保険税条例（昭和２７年多摩市条例第３９号）の一部を次の

ように改正する。  

 第３条第１項中「１００分の５．５９」を「１００分の５．８１」に改める。  

第５条中「２万８，２００円」を「２万９，３００円」に改める。  

 第６条中「１００分の１．８２」を「１００分の１．８９」に改める。  

 第７条中「１万１，６００円」を「１万２，０００円」に改める。  

第８条中「１００分の１．６２」を「１００分の１．６８」に改める。  

第９条中「１万１，８００円」を「１万２，２００円」に改める。  

第２１条第１項第１号ア中「１万９，７４０円」を「２万５１０円」に改め、  

同号イ中「８，１２０円」を「８，４００円」に改め、同号ウ中「８，２６０  

円」を「８，５４０円」に改め、同項第２号ア中「１万４，１００円」を「１  

万４，６５０円」に改め、同号イ中「５，８００円」を「６，０００円」に改  

め、同号ウ中「５，９００円」を「６，１００円」に改め、同項第３号ア中「  

５，６４０円」を「５，８６０円」に改め、同号イ中「２，３２０円」を「２  

，４００円」に改め、同号ウ中「２，３６０円」を「２，４４０円」に改め、  

同条第２項第１号ア中「４，２３０円」を「４，３９５円」に改め、同号イ中  

「７，０５０円」を「７，３２５円」に改め、同号ウ中「１万１，２８０円」  

を「１万１，７２０円」に改め、同号エ中「１万４，１００円」を「１万４，  

６５０円」に改め、同項第２号ア中「１，７４０円」を「１，８００円」に改  

め、同号イ中「２，９００円」を「３，０００円」に改め、同号ウ中「４，６  

４０円」を「４，８００円」に改め、同号エ中「５，８００円」を「６，００  

０円」に改める。  

   附 則  
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 （施行期日）  

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この条例による改正後の多摩市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。  
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第２９号議案  

多摩市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

              記  

 

多摩市条例第   号 

 

多摩市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

多摩市介護保険条例（平成１２年多摩市条例第２２号）の一部を次のように

改正する。  

 第１４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令  

和８年度まで」に改め、同項第１号中「２８，０００円」を「２９，３００円」

に改め、同項第２号中「３７，４００円」を「３８，３００円」に改め、同項 

第３号中「４６，１００円」を「４８，１００円」に改め、同項第４号中「５  

３，０００円」を「５９，３００円」に改め、同項第５号中「６２，４００円」  

を「６９，８００円」に改め、同項第６号中「６９，８００円」を「７８，１  

００円」に改め、同号イ中「又は第１６号イ」を「、第１６号イ又は第１７号  

イ」に改め、同項第７号中「７９，８００円」を「８９，３００円」に改め、  

同号イ中「又は第１６号イ」を「、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同項  

第８号中「８７，３００円」を「９７，７００円」に改め、同号イ中「又は第  

１６号イ」を「、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同項第９号中「１０２  

，９００円」を「１１８，６００円」に改め、同号ア中「４００万円未満」を 

「４２０万円未満」に改め、同号イ中「又は第１６号イ」を「、第１６号イ又  

は第１７号イ」に改め、同項第１０号中「１２１，６００円」を「１４３，０  

００円」に改め、同号ア中「４００万円以上５００万円未満」を「４２０万円  

以上５２０万円未満」に改め、同号イ中「又は第１６号イ」を「、第１６号イ  

又は第１７号イ」に改め、同項第１１号中「１４０，４００円」を「１６４，  

０００円」に改め、同号ア中「５００万円以上６００万円未満」を「５２０万  

円以上６２０万円未満」に改め、同号イ中「又は第１６号イ」を「、第１６号  

イ又は第１７号イ」に改め、同項第１２号中「１５６，０００円」を「１７４  

，５００円」に改め、同号ア中「６００万円以上８００万円未満」を「６２０  
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万円以上７２０万円未満」に改め、同号イ中「又は第１６号イ」を「、第１６  

号イ又は第１７号イ」に改め、同項第１７号中「２３４，０００円」を「２７  

９，２００円」に改め、同号を同項第１８号とし、同項第１６号中「２１８，  

４００円」を「２５４，７００円」に改め、同号を同項第１７号とし、同項第  

１５号中「２０２，８００円」を「２３３，８００円」に改め、同号を同項第 

１６号とし、同項第１４号中「１８７，２００円」を「２１６，３００円」に  

改め、同号イ中「第１６号イ」を「第１７号イ」に改め、同号を同項第１５号  

とし、同項第１３号中「１７１，６００円」を「１９８，９００円」に改め、  

同号イ中「第１５号イ又は第１６号イ」を「第１６号イ又は第１７号イ」に改  

め、同号を同項第１４号とし、同項第１２号の次に次の１号を加える。  

⒀ 次のいずれかに該当する者  １８１，４００円  

ア 合計所得金額が７２０万円以上８００万円未満であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分  

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第  

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１５号イ、  

第１６号イ又は第１７号イに該当する者を除く。）  

 第１４条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令  

和８年度まで」に、「１５，６００円」を「１７，４００円」に改め、同条第  

３項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」  

に、「１５，６００円」を「１７，４００円」に、「２１，８００円」を「２  

４，４００円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を「  

令和６年度から令和８年度まで」に、「１５，６００円」を「１７，４００円」

に、「４３，０００円」を「４７，８００円」に改める。  

 第１６条第３項中「若しくは第１６号イ」を「、第１６号イ若しくは第１７

号イ」に、「第１４条第１項第６号から第１６号まで」を「第１４条第１項第

６号から第１７号まで」に改める。  

  附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の第１４条及び第１６条第３項の規定は、令和６年

度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、な

お従前の例による。  
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第３０号議案  

多摩市指定地域密着型サービス基準条例の一部を改正する条例の

制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市指定地域密着型サービス基準条例の一部を改正する条例  

 

多摩市指定地域密着型サービス基準条例（平成２８年多摩市条例第１９号）

の一部を次のように改正する。  

第６条第３項中「１人」を「一人」に改め、同条第５項中第１１号を削り、  

第１２号を第１１号とし、同条第６項ただし書中「当該定期巡回・随時対応型  

訪問介護看護事業所」を「当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」

に、「施設」を「敷地」に改め、同条第９項から第１１項までの規定中「１人」

を「一人」に改める。  

第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。  

第９条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁

的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。第２３０条第１項において同じ。）に係る記

録媒体をいう。）」に改める。  

第１４条中「第１６条第９号」を「第１６条第１１号」に改める。  

第２４条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号の次に次

の２号を加える。  

⑻ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）を行ってはならない。  

⑼ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用
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者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

第３４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事  

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。  

３  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。  

第４２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第  

７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第８号とし、同  

項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、

同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号と  

し、同項第４号の次に次の１号を加える。  

⑸ 第２４条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  

第４７条第３項ただし書中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定

夜間対応型訪問介護事業所」に改め、同条第４項中第１１号を削り、第１２号

を第１１号とし、同条第５項及び第６項中「当該夜間対応型訪問介護事業所」

を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」に改める。  

第４８条ただし書中「同一敷地内の」を削る。  

第５１条第２号中「１月」を「一月」に改め、同条中第７号を第９号とし、

第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加える。  

⑸ 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。  

⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

第５８条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第  

５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同  

項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、

同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号と  

し、同項第２号の次に次の１号を加える。  

⑶ 第５１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  

第６１条第３項及び第７項中「１人」を「一人」に改める。  

第６２条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。  

第６７条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２
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号を加える。  

⑸ 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。  

⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

第７７条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。  

 ⑶ 第６７条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  

第７８条の３中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第４号」を「同

項第５号」に改める。  

第８１条第２項中「１人」を「一人」に改める。  

第８２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。  

第８８条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、

第２号の次に次の２号を加える。  

⑶ 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。  

⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

第９５条第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。  

⑷ 第８８条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  

第９８条第２項及び第６項中「１人」を「一人」に改める。  

第９９条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。  

第１０２条第２項中「指定介護療養型医療施設」を「健康保険法等の一部を

改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第
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８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。  

第１０３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削り、「又は」の次に

「共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、」を加

える。  

第１０５条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の

２号を加える。  

⑸ 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。  

⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

第１０６条第１項中「及び次条」を削る。  

第１０８条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項  

第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に  

改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ  

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。  

⑶ 第１０５条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  

第１１１条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げ

る施設等のいずれかが併設されている場合の項中「、指定介護療養型医療施設

（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病

床を有する診療所であるものに限る。）」を削り、同条第７項中「１人」を「

一人」に改める。  

第１１２条第１項中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前  

条第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等  

のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地  

内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当該指定定期巡回  

・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪  

問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行  

っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。）若しくは法第１１５条  

の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規  

定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、施設等の職務」  

に改め、同条第３項中「第２１９条第２項」を「第２１９条第３項」に改める。  

第１１５条第２項第２号ア中「１人」を「一人」に改め、同号アただし書中
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「２人」を「二人」に改める。  

第１２１条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条中第８号を第

９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。  

⑺ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。  

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底

を図ること。  

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。  

第１３４条の次に次の１条を加える。  

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置）  

第１３４条の２  指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他

の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。  

第１３５条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。  

第１３６条中「２月」を「二月」に改める。  

第１３９条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する

指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所」を削る。  

第１４１条第３項中「１人」を「一人」に改め、同項ただし書中「２人」を

「二人」に改める。  

第１４９条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等

により」を削る。  

第１５３条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の

５項を加える。  

２  指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機
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関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよ

うに努めなければならない。  

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。  

⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保していること。  

３  指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力

医療機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定

を行った市町村長に届け出なければならない。  

４  指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者  

に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に  

規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」という。）

との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、  

同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。  

以下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。  

５  指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。  

６  指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった

場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに

入居させることができるように努めなければならない。  

第１５５条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。  

第１５６条中「及び第１３３条」を「、第１３３条及び第１３４条の２」に、

「２月」を「二月」に改める。  

第１５８条第３項及び第４項中「１人」を「一人」に改め、同条第７項中第

２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次の１項を加える。  

１１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号アの規

定の適用については、当該規定中「１」とあるのは、「０．９」とする。  

⑴ 第１７６条において準用する第１３４条の２に規定する委員会において、

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るた  

めの取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事  

項の実施を定期的に確認していること。  
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ア 利用者の安全及びケアの質の確保  

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮  

ウ 緊急時の体制整備  

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号におい

て「介護機器」という。）の定期的な点検  

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修  

⑵ 介護機器を複数種類活用していること。  

⑶ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る

ため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。  

⑷ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る

取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると

認められること。  

第１５９条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。  

第１６０条第４項第１号ア中「１人」を「一人」に改め、同号アただし書中

「２人」を「二人」に改める。  

第１７４条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。  

２  指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。  

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。  

⑵ 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。  

３  指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。  

４  指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医療機

関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければ

ならない。  

５  指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種

協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。  

６  指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能
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となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居

させることができるように努めなければならない。  

第１７５条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。  

第１７６条中「及び第１２８条」を「、第１２８条及び第１３４条の２」に、

「２月」を「二月」に改める。  

第１７８条第６項及び第７項中「１人」を「一人」に改め、同条第８項第３

号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護支援専門員（指定介護療養型

医療施設の場合に限る。）」を削る。  

第１７９条第１項第１号ア中「１人」を「一人」に改め、同号アただし書中

「２人」を「二人」に改め、同号イ中「１人」を「一人」に改め、同項第６号

中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第２０５号）」を加える。  

第１８６条第７項中「１人」を「一人」に改める。  

第１９２条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医

師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。  

２  指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力

を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要

に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。  

第１９３条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。  

第１９４条第５号及び第６号中「に規定する」を「の規定による」に、「を

記録する」を「の記録を行う」に改め、同条第７号中「に規定する」を「の規

定による」に、「記録する」を「の記録を行う」に改める。  

第１９９条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「入院

治療を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」

に、「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の

要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、同項に次の

ただし書を加える。  

 ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととすることができる。  

第１９９条第１項に次の各号を加える。  

⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。  

⑵ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を、常時確保していること。  

⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人
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福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、

入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確

保していること。  

第１９９条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。  

２  指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との

間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行った

市町村長に届け出なければならない。  

３  指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。  

４  指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療

機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。  

５  指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療

機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させ

ることができるように努めなければならない。  

第２０３条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。  

第２０４条中「及び第７５条第１項から第４項まで」を「、第７５条第１項

から第４項まで及び第１３４条の２」に、「２月」を「二月」に改める。  

第２０７条第１項第１号ア (ｱ)中「１人」を「一人」に改め、同号ア (ｱ)ただし

書中「２人」を「二人」に改める。  

第２１０条第８項中「１人」を「一人」に改める。  

第２１４条第２項第１号及び第２号中「１人」を「一人」に改め、同条中第

５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。  

５  ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設

の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。  

第２１６条中「第７５条第１項から第４項まで」の次に「、第１３４条の２」

を加え、「２月」を「二月」に改める。  

第２１８条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とし、同条第８項中「２

人」を「二人」に改める。  

第２１９条第１項中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定看護小規  

模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等」を削る。  

第２２２条第２項第２号ア中「１人」を「一人」に改め、同号アただし書中
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「２人」を「二人」に改め、同号イただし書中「１人」を「一人」に改める。  

第２２４条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅において

、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話

及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同条中第

１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第６号

の次に次の１号を加える。  

⑺ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者

に周知徹底を図ること。  

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化の

ための研修を定期的に実施すること。  

第２２８条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規定する」

を「の規定による」に改める。  

第２２９条中「及び第１３４条」を「、第１３４条及び第１３４の２」に、

「２月」を「二月」に改める。  

第２３０条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）」を削る。  

附 則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３４条に１項を

加える改正規定は、令和７年４月１日から施行する。  

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置）  

２  この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、この条例による

改正後の多摩市指定地域密着型サービス基準条例（以下「新条例」という。）

第１２１条第７号及び第２２４条第７号の規定の適用については、これらの  

規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。  

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）  

３  この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第１３４

条の２（新条例第１５６条、第１７６条、第２０４条、第２１６条及び第２
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２９条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同条中「

開催しなければ」とあるのは、「開催するよう努めなければ」とする。  

（協力医療機関との連携に関する経過措置）  

４  この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第１９９

条第１項（新条例第２１６条において準用する場合を含む。）の規定の適用

については、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう

努めなければ」とする。  
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第３１号議案  

多摩市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部を改正す

る条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部を改正す

る条例  

 

多摩市指定地域密着型介護予防サービス基準条例（平成２８年多摩市条例第

２０号）の一部を次のように改正する。  

第５条第２項及び第６項中「１人」を「一人」に改める。  

第６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。  

第９条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する

法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなお

その効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８条

第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第４４条第６項にお

いて同じ。）」を「健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８

３号）第２６条の規定による改正前の法第８条第１項第３号に規定する指定介

護療養型医療施設」に改める。  

第１０条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。  

第１１条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第９０条第１項において同じ。）に係る記

録媒体をいう。）」に改める。  

第３２条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事  

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。  
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３  指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウ

ェブサイトに掲載しなければならない。  

第４０条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。  

⑶ 第４２条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  

第４２条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１６

号とし、同条中第１０号から第１３号までを２号ずつ繰り下げ、第９号の次に

次の２号を加える。  

⑽ 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。  

⑾ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

第４４条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄  

に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項中「、指定介護療養型医  

療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する  

療養病床を有する診療所であるものに限る。）」を削り、同条第７項中「１人」

を「一人」に改める。  

第４５条第１項中「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設

する前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄

に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の

職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域

密着型サービス基準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所をいう。以下同じ。）の職務（当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（

指定地域密着型サービス基準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。）が、指定夜間対応型訪問介護

事業者（指定地域密着型サービス基準条例第４７条第１項に規定する指定夜間

対応型訪問介護事業者をいう。以下同じ。）、指定訪問介護事業者（指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第
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３７号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第５条第１項に規定する

指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）又は指定訪問看護事業者（指定居宅

サービス等基準第６０条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事

業に係る職務を含む。）若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業

を除く。）」を「他の事業所、施設等の職務」に改める。  

第４８条第２項第２号ア中「１人」を「一人」改め、同号アただし書中「２

人」を「二人」に改める。  

第５３条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「

身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１項を加

える。  

３  指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。  

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。  

第６２条の次に次の１条を加える。  

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置）  

第６２条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの

質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（

テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催しなければならない。  

第６３条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。  

第６４条中「２月」を「二月」に改める。  

第７１条第１項中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規模
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多機能型居宅介護事業所」を削る。  

第７３条第２項中「第８２条」を「第８１条」に改め、同条第３項中「１人」

を「一人」に改め、同項ただし書中「２人」を「二人」に改める。  

第７８条中「若しくは」を「又は」に改め、同条ただし書中「これらの事業

所、施設等が同一敷地内にあること等により」を削る。  

第８２条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５

項を加える。  

２  指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。  

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。  

⑵ 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。  

３  指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者に係る指定を行った市長に届け出なければならない。  

４  指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第

１７項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定

医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型イ

ンフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に

規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決

めるように努めなければならない。  

５  指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種

協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。  

６  指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所に速やかに入所させることができるように努めなければならない。  

第８４条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。  

第８５条中「及び第６１条」を「、第６１条及び第６２条の２」に、「２月」
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を「二月」に改める。  

第９０条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）」を削る。  

附 則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３２条に１項を

加える改正規定は、令和７年４月１日から施行する。  

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置）  

２  この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、この条例による

改正後の多摩市指定地域密着型介護予防サービス基準条例（以下「新条例」  

という。）第５３条第３項の規定の適用については、同項中「講じなければ」

とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。  

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）  

３  この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第６２条  

の２（新条例第８５条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい  

ては、同条中「開催しなければ」とあるのは、「開催するよう努めなければ」

とする。  
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第３２号議案  

多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例  

 

多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例（平成

３０年多摩市条例第１４号）の一部を次のように改正する。  

第３条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（以下「地域包括支援セ

ンター」という。）」を加える。  

第５条第２項中「利用者の数が３５」を「利用者の数（当該指定居宅介護支

援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の

２３第３項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支

援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予

防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及

び第１６条第３２号において同じ。）を行う場合にあっては、当該事業所にお

ける指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の

利用者の数に３分の１を乗じて得た数を加えた数。次項において同じ。）が４

４」に改め、同条に次の１項を加える。  

３  前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民

健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という

名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事

業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居

宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、

事務職員を配置している場合における第１項に規定する員数の基準は、利用

者の数が４９又はその端数を増すごとに１とする。  

第６条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。  
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第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加  

え、「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー  

ビス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通  

所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けら  

れた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事  

業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの  

回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業  

者（法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。  

）によって提供されたものが占める割合」を削り、同条第８項を同条第９項と  

し、同条第７項中「第４項の」を「第５項の」に改め、同項第１号中「第４項  

各号」を「第５項各号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４  

項第１号」を「第５項第１号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項を  

同条第６項とし、同条第４項中「第７項」を「第８項」に改め、同項第２号中  

「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の  

事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録  

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない  

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの  

をいう。第３４条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の  

１項を加える。  

３  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あら  

かじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業  

所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、

福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」  

という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及  

び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス  

計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービ  

ス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占め  

る割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。  

第１６条第３１号を同条第３３号とし、同条第３０号中「規定により、」の  

次に「地域包括支援センターの設置者である」を加え、同号を同条第３２号と  

し、同条第１８号から同条第２９号までを２号ずつ繰り下げ、同条第１７号中  

「第３号から第１２号まで」を「第５号から第１４号まで」に、「第１３号」  

を「第１５号」に改め、同号を同条第１９号とし、同条第１６号を同条第１８  

号とし、同条第１５号中「第１３号」を「第１５号」に改め、同号ア中「１月」
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を「一月」に改め、「、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号イ中「１月」を  

「一月」に改め、同号イを同号ウとし、同号アの次に次のように加える。  

 イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこ

と。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に

１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅

を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面

接することができるものとする。  

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により

利用者の同意を得ていること。  

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。  

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。  

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができ

ること。  

ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングで

は把握できない情報について、担当者から提供を受けること。  

第１６条中第１５号を第１７号とし、第３号から第１４号までを２号ずつ繰

り下げ、第２号の次に次の２号を加える。  

⑶ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行

ってはならない。  

⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

第２５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事  

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。  

３  指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。  

第３２条第２項第１号中「第１６条第１３号」を「第１６条第１５号」に改  

め、同項第２号イ中「第１６条第７号」を「第１６条第９号」に改め、同号ウ  

中「第１６条第９号」を「第１６条第１１号」に改め、同号エ中「第１６条第  

１５号」を「第１６条第１７号」に改め、同項第５号中「に規定する」を「の  

規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を  

「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」
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を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１  

号を加える。  

⑶ 第１６条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  

第３４条第１項中「第１６条第２８号」を「第１６条第３０号」に改め、「

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）」を削る。  

附 則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２５条に１項を加

える改正規定は、令和７年４月１日から施行する。  
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第３３号議案  

多摩市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関

する条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関

する条例の一部を改正する条例  

 

多摩市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例（平成２７年多

摩市条例第２４号）の一部を次のように改正する。  

第５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」

という。）」を削り、「１人以上」を「１以上」に改め、同条に次の１項を加

える。  

２  指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係

る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の

介護支援専門員を置かなければならない。  

第６条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以

下「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「前項に規

定する」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が

前項の規定により置く」に改め、同条に次の２項を加える。  

３  指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定に

より置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１４０条の６６第１号イ⑶に規定する主任介護支援専門員（以下この項にお

いて「主任介護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、主任

介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合に
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ついては、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を第１項に規定

する管理者とすることができる。  

４  前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。  

⑴ 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務

に従事する場合  

⑵ 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防

支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）  

 第７条第２項中「利用申込者」を「利用者」に改め、同条第３項中「職員」

の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合にあ

っては介護支援専門員。以下この章及び次章において同じ。）」を加え、同条    

第４項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方

法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒

体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。第３６条第１項において同じ。）に係る記録媒体をい

う。）」に改める。  

 第１３条に次の２項を加える。  

２  指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料

のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問

して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者

から受けることができる。  

３  指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定す

る費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。  

第１４条中「に係る」を「について前条第１項の」に改める。  

第１５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者

である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第１号中「（平成１１年厚生省

令第３６号）」を削り、同条第４号中「規定」の次に「（第３３条第３３号の

規定を除く。）」を加える。  

第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事  

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。  

３  指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載
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しなければならない。  

第２５条第３項中「第３３条第９号」を「第３３条第１１号」に改める。  

第３１条第２項第１号中「第３３条第１４号」を「第３３条第１６号」に改

め、同項第２号イ中「第３３条第７号」を「第３３条第９号」に改め、同号ウ

中「第３３条第９号」を「第３３条第１１号」に改め、同号エ中「第３３条第

１４号」を「第３３条第１６号」に改め、同号オ中「第３３条第１６号に規定

する」を「第３３条第１８号の規定による」に改め、同項第５号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規

定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「

に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号

の次に次の１号を加える。  

⑶ 第３３条第４号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為（第３３条第３号及び第４号において「身体的拘束等」という。）の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録  

第３３条中第３０号を第３２号とし、第２３号から第２９号までを２号ずつ

繰り下げ、同条第２２号中「第２４号」を「第２６号」に改め、同号を同条第

２４号とし、同条第２１号を同条第２３号とし、同条第２０号を同条第２２号

とし、同条第１９号中「第３号から第１３号まで」を「第５号から第１５号ま

で」に、「第１４号」を「第１６号」に改め、同号を同条第２１号とし、同条

第１８号を同条第２０号とし、同条第１７号中「ア、イ及びウ」を「アからオ

まで」に改め、同号アを次のように改める。  

 ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１

回、利用者に面接すること。  

第３３条第１７号ウ中「１月」を「一月」に改め、同号ウを同号オとし、同

号イ中「月」の次に「（イただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用して

利用者に面接する月を除く。）」を加え、同号イを同号エとし、同号アの次に

次のように加える。  

 イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこ

と。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を

開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この号において単

に「期間」という。）について、少なくとも連続する２期間に１回、利

用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間

において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができ

る。  
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(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により

利用者の同意を得ていること。  

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。  

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。  

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができ

ること。  

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握

できない情報について、担当者から提供を受けること。  

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があ

ったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。  

第３３条中第１７号を第１９号とし、第１４号から第１６号までを２号ずつ

繰り下げ、同条第１３号中「１月」を「一月」に改め、同号を同条第１５号と

し、同条中第３号から第１２号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２

号を加える。  

⑶ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。  

⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

第３３条に次の１号を加える。  

(33) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１１５

条の３０の２第１項の規定により市町村長から情報の提供を求められた場

合には、その求めに応じなければならない。  

第３５条中「第１３条」を「第１３条第１項」に改める。  

第３６条第１項中「第３３条第２８号」を「第３３条第３０号」に改め、「

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）」を削る。  

附 則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２４条に１項を加

える改正規定は、令和７年４月１日から施行する。  
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第３４号議案  

多摩市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市営住宅条例の一部を改正する条例  

 

多摩市営住宅条例（平成９年多摩市条例第２３号）の一部を次のように改正

する。  

第７条第２項第８号ア中「第３条第３項第３号」及び「第５条」の次に「（

配偶者暴力防止等法第２８条の２において準用する場合を含む。）」を加え、

同号イ中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２（配偶者暴力防止等法

第２８条の２においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。）」を

加える。  

附 則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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第３５号議案  

多摩市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正

する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正

する条例  

 

多摩市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（平成５年多摩市条例第

３号）の一部を次のように改正する。  

別表第１の１の部２の款アの項中「１，５００円」を「２，２５０円」に、

「７５０円」を「１，２５０円」に改め、同款イの項中「収集、運搬及び」を

削り、「３９円」を「３５円」に改め、同款ウの項中「２７円」を「３５円」

に改め、同款エの項中「２０円」を「３０円」に改める。  

附 則  

この条例は、令和６年１０月１日から施行する。  
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第３６号議案  

多摩市下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年２月２７日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例  

 

多摩市下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２８年多摩

市条例第５５号）の一部を次のように改正する。  

第５条第１項中「職員」の次に「（管理者が指定する者を除く。次項におい

て同じ。）」を加える。  

附 則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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